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○ 総 務 省 令 第    号  
電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に

関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、

改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 ） を 付 し た 規 定

（ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も

の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は

、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、

こ れ を 加 え る 。  
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改  正  後 改  正  前 

（ 工 事 設 計 認 証 の 審 査 等 ）  （ 工 事 設 計 認 証 の 審 査 等 ）  

第 十 七 条 ［ 略 ］  第 十 七 条 ［ 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  ［ ２ ・ ３ 同 上 ］  

４ 登 録 証 明 機 関 は 、 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 二 項 の

報 告 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 又 は 添 付 し た 様 式 第 五 号 の 報 告 書 を 総

務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 九 号 か ら 第 十 一 号 ま で に 掲 げ る 事 項 の 記 載 又 は

添 付 に つ い て は 、 別 表 第 三 号 二 に お い て 準 用 す る 別 表 第 一 号 三 の 規 定 に よ り 、 工 事 設 計 認 証 を

受 け よ う と す る 者 か ら そ の 求 め に 係 る 特 定 無 線 設 備 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 第 二 号 又 は

第 三 号 の 事 業 の 区 分 に 係 る 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 を 含 む も の を 除 く 。 ） の 提 出 が さ れ

な か つ た 場 合 に 限 る 。  

４ 登 録 証 明 機 関 は 、 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 二 項 の

報 告 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 又 は 添 付 し た 様 式 第 五 号 の 報 告 書 を 総 務 大

臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 九 号 か ら 第 十 一 号 ま で に 掲 げ る 事 項 の 記 載 又 は 添 付

に つ い て は 、 別 表 第 三 号 二 に お い て 準 用 す る 別 表 第 一 号 三 の 規 定 に よ り 、 工 事 設 計 認 証 を 受 け

よ う と す る 者 か ら そ の 求 め に 係 る 特 定 無 線 設 備 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 第 二 号 又 は 第 三

号 の 事 業 の 区 分 に 係 る 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 を 含 む も の を 除 く 。 ） の 提 出 が さ れ な か

つ た 場 合 に 限 る 。  

［ 一 ～ 八 略 ］  ［ 一 ～ 八 同 上 ］  

九 工 事 設 計 認 証 に 係 る 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 の 写 真 等 （ 特 定 無 線 設 備 の 部 品 の 配 置

及 び 外 観 を 示 す 写 真 又 は 図 で あ つ て 寸 法 を 記 入 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

九 工 事 設 計 認 証 に 係 る 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 の 写 真 等 （ 特 定 無 線 設 備 の 部 品 の 配 置

及 び 外 観 を 示 す 写 真 又 は 図 で あ つ て 寸 法 を 記 入 し た も の を い う 。 ）  

［ 十 ・ 十 一 略 ］  ［ 十 ・ 十 一 同 上 ］  

十 二 ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め の 識 別 子 （ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換

え に よ り 適 合 表 示 無 線 設 備 に つ い て 変 更 の 工 事 （ 電 波 の 型 式 （ 変 調 方 式 を 含 む 。 ） 、 周 波 数

及 び 空 中 線 電 力 の 変 更 並 び に そ の 他 設 備 規 則 に 定 め る 条 件 に 適 合 す る 範 囲 内 に お い て 行 う 変

更 に 係 る も の に 限 る 。 第 十 九 条 第 四 項 、 第 三 十 五 条 第 四 項 、 第 三 十 九 条 第 二 項 第 四 号 及 び 第

四 十 条 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う も の で あ つ て 、 様 式 第 七 号 注 五 ⑵ の 規 定 に よ り 当 該 適 合 表 示

無 線 設 備 の 工 事 設 計 認 証 番 号 を 新 た な 工 事 設 計 認 証 番 号 と す る も の と し て 工 事 設 計 認 証 を 行

つ た 場 合 に 限 る 。 第 三 十 三 条 第 四 項 第 十 二 号 に お い て 同 じ 。 ）  

［ 新 設 ］  

十 三 ［ 略 ］  十 二 ［ 同 上 ］  

［ ５ ・ ６ 略 ］  ［ ５ ・ ６ 同 上 ］  

７ 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 四 項 の 公 示 は 、 第 四 項 第

一 号 か ら 第 十 号 ま で 及 び 第 十 二 号 に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に あ つ て は 、 工 事 設

計 認 証 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 に 限 る 。 ） に つ い て 行 う も の と す る 。  

７ 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 四 項 の 公 示 は 、 第 四 項 第

一 号 か ら 第 十 号 ま で に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に あ つ て は 、 工 事 設 計 認 証 を 受 け

た 者 の 氏 名 又 は 名 称 に 限 る 。 ） に つ い て 行 う も の と す る 。  

［ ８ ～ 1
0  略 ］  ［ ８ ～ 1
0  同 上 ］  

（ 検 査 記 録 の 作 成 等 ）  （ 検 査 記 録 の 作 成 等 ）  

第 十 九 条 ［ 略 ］  第 十 九 条 ［ 同 上 ］  

［ 一 ～ 六 略 ］  ［ 一 ～ 六 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  ［ ２ ・ ３ 同 上 ］  

４ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ つ て 行 う 適 合 表 示 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 に つ い て 様 式 第 七 号 注 五

⑵ の 規 定 に よ り 当 該 適 合 表 示 無 線 設 備 の 工 事 設 計 認 証 番 号 を 新 た な 工 事 設 計 認 証 番 号 と す る も

の と し て 工 事 設 計 認 証 を 受 け た 特 定 無 線 設 備 に あ つ て は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う プ ロ グ

ラ ム を 特 定 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 提 供 す る 前 に 、 当 該 プ ロ グ ラ ム に よ り ソ フ

ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 つ た 特 定 無 線 設 備 が 認 証 工 事 設 計 に 合 致 す る こ と を 認 証 取 扱 業 者 が 確 認

す る こ と を も つ て 検 査 を 行 つ た も の と み な し て 、 こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て

［ 新 設 ］  
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、 第 一 項 第 二 号 中 「 場 所 」 と あ る の は 、 「 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う プ ロ グ ラ ム を 特 定 無 線

設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 提 供 す る 方 法 」 と す る 。  

（ 準 用 ）  （ 準 用 ）  

第 二 十 一 条 第 九 条 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 登 録 証 明 機 関 が 工 事 設 計 認 証 を 行 う 場 合 に つ い て 、 第

十 条 、 第 十 一 条 、 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条 の 規 定 は 登 録 証 明 機 関 が 技 術 基 準 適 合 証 明 の 業 務 及 び

工 事 設 計 認 証 の 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 十 三 条 第 一 項 及 び 第

二 項 中 「 法 第 三 十 八 条 の 十 二 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法

第 三 十 八 条 の 十 二 」 と 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 中 「 技 術 基 準 適 合 証 明 」 と あ

る の は 「 工 事 設 計 認 証 」 と 、 同 項 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 特 定 無 線 設 備 」 と あ る の は 「 工 事 設 計

に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 」 と 、 同 号 中 「 名 称 及 び 製 造 番 号 」 と あ る の は 「 名 称 」 と 読 み 替 え る ほ

か 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字

句 に 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 九 条 第 一 項  法 第 三 十 八 条 の 九  法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の

九  

第 十 条 及 び 第 十 一 条  法 第 三 十 八 条 の 十  法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の

十  

第 十 条 第 四 号 及 び 第

五 号 ロ  

第 六 条 第 二 項 各 号  第 六 条 第 二 項 各 号 （ 第 十 七 条 第

二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ）  

第 十 三 条 第 一 項  八 技 術 基 準 適 合 証 明 番 号 及 び 技

術 基 準 適 合 証 明 を し た 年 月 日  

八 工 事 設 計 認 証 番 号 及 び 工 事

設 計 認 証 を し た 年 月 日  

九 ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ

の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め

の 識 別 子  

第 十 四 条  法 第 三 十 八 条 の 十 六 第 一 項  法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の

十 六 第 一 項  

第 十 五 条  法 第 三 十 八 条 の 十 八 第 三 項  法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の

十 八 第 三 項  
 

第 二 十 一 条 第 九 条 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 登 録 証 明 機 関 が 工 事 設 計 認 証 を 行 う 場 合 に つ い て 、 第

十 条 、 第 十 一 条 、 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条 の 規 定 は 登 録 証 明 機 関 が 技 術 基 準 適 合 証 明 の 業 務 及 び

工 事 設 計 認 証 の 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 九 条 第 一 項 中 「 法 第

三 十 八 条 の 九 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 九

」 と 、 第 十 条 及 び 第 十 一 条 中 「 法 第 三 十 八 条 の 十 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項

に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 十 」 と 、 第 十 条 第 四 号 及 び 第 五 号 ロ 中 「 第 六 条 第 二 項 各 号 」

と あ る の は 「 第 六 条 第 二 項 各 号 （ 第 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と 、 第 十

三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 法 第 三 十 八 条 の 十 二 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 十 二 」 と 、 同 条 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 特 定 無 線 設 備 」 と

あ る の は 「 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 」 と 、 同 号 中 「 名 称 及 び 製 造 番 号 」 と あ る の は 「 名

称 」 と 、 同 項 第 八 号 中 「 技 術 基 準 適 合 証 明 番 号 」 と あ る の は 「 工 事 設 計 認 証 番 号 」 と 、 第 十 四

条 中 「 法 第 三 十 八 条 の 十 六 第 一 項 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 三 十 八 条 の 十 六 第 一 項 」 と 、 第 十 五 条 中 「 法 第 三 十 八 条 の 十 八 第 三 項 」 と あ る の は 「 法

第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 十 八 第 三 項 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。  

（ 工 事 設 計 認 証 の 審 査 等 ）  （ 工 事 設 計 認 証 の 審 査 等 ）  

第 三 十 三 条 ［ 略 ］  第 三 十 三 条 ［ 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  ［ ２ ・ ３ 同 上 ］  

４ 承 認 証 明 機 関 は 、 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 二 項 の

報 告 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 又 は 添 付 し た 様 式 第 五 号 の 報 告 書 を 総

４ 承 認 証 明 機 関 は 、 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 二 項 の

報 告 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 様 式 第 五 号 の 報 告 書 を 総 務 大 臣 に 提 出
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務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 九 号 か ら 第 十 一 号 ま で に 掲 げ る 事 項 の 記 載 又 は

添 付 に つ い て は 、 別 表 第 三 号 二 に お い て 準 用 す る 別 表 第 一 号 三 の 規 定 に よ り 、 工 事 設 計 認 証 を

受 け よ う と す る 者 か ら そ の 求 め に 係 る 特 定 無 線 設 備 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 第 二 号 又 は

第 三 号 の 事 業 の 区 分 に 係 る 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 を 含 む も の を 除 く 。 ） の 提 出 が さ れ

な か つ た 場 合 に 限 る 。  

し な け れ ば な ら な い 。  

［ 一 ～ 八 略 ］  ［ 一 ～ 八 同 上 ］  

九 工 事 設 計 認 証 に 係 る 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 の 写 真 等  ［ 新 設 ］  

十 別 表 第 三 号 二 に お い て 準 用 す る 別 表 第 一 号 一 ⑶ の 規 定 に よ る 特 性 試 験 の 結 果  ［ 新 設 ］  

十 一 工 事 設 計 認 証 を し た 証 明 書 の 写 し  ［ 新 設 ］  

十 二 ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め の 識 別 子  ［ 新 設 ］  

十 三 公 示 を 希 望 す る 日  ［ 新 設 ］  

［ ５ ・ ６ 略 ］  ［ ５ ・ ６ 同 上 ］  

７ 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 四 項 の 公 示 は 、 第 四 項 第

一 号 か ら 第 十 号 ま で 及 び 第 十 二 号 に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に あ つ て は 、 工 事 設

計 認 証 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 に 限 る 。 ） に つ い て 行 う も の と す る 。  

７ 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 の 六 第 四 項 の 公 示 は 、 第 四 項 各

号 に 掲 げ る 事 項 （ 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に あ つ て は 、 工 事 設 計 認 証 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名

称 に 限 る 。 ） に つ い て 行 う も の と す る 。  

［ ８ ・ ９ 略 ］  ［ ８ ・ ９ 同 上 ］  

（ 検 査 記 録 の 作 成 等 ）  （ 検 査 記 録 の 作 成 等 ）  

第 三 十 五 条 ［ 略 ］  第 三 十 五 条 ［ 同 上 ］  

［ 一 ～ 六 略 ］  ［ 一 ～ 六 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  ［ ２ ・ ３ 同 上 ］  

４ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ つ て 行 う 適 合 表 示 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 に つ い て 様 式 第 七 号 注 五

⑵ の 規 定 に よ り 当 該 適 合 表 示 無 線 設 備 の 工 事 設 計 認 証 番 号 を 新 た な 工 事 設 計 認 証 番 号 と す る も

の と し て 工 事 設 計 認 証 を 受 け た 特 定 無 線 設 備 に あ つ て は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う プ ロ グ

ラ ム を 特 定 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 提 供 す る 前 に 、 当 該 プ ロ グ ラ ム に よ り ソ フ

ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 つ た 特 定 無 線 設 備 が 認 証 工 事 設 計 に 合 致 す る こ と を 認 証 取 扱 業 者 が 確 認

す る こ と を も つ て 、 検 査 を 行 つ た も の と み な し て 、 こ の 条 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 第 一 項 第 二 号 中 「 場 所 」 と あ る の は 、 「 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う プ ロ グ ラ ム を 特 定 無

線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 提 供 す る 方 法 」 と す る 。  

［ 新 設 ］  

（ 準 用 ）  （ 準 用 ）  

第 三 十 七 条 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 条 及 び 第 三 十 一 条 の 規 定 は 承 認 証 明 機 関 が 技 術 基 準 適 合 証 明

の 業 務 及 び 工 事 設 計 認 証 の 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て 、 第 三 十 条 の 規 定 は 承 認 証 明 機 関 が 工 事 設

計 認 証 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 条 並 び に 第 三

十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 四 項 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一

第 六 項 」 と 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で の 規 定 中 「 技 術 基 準 適 合 証 明 」 と あ る の は 「 工

事 設 計 認 証 」 と 、 同 項 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 特 定 無 線 設 備 」 と あ る の は 「 工 事 設 計 に 基 づ く 特

定 無 線 設 備 」 と 、 同 号 中 「 名 称 及 び 製 造 番 号 」 と あ る の は 「 名 称 」 と 読 み 替 え る ほ か 、 次 の 表

の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替

第 三 十 七 条 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 条 及 び 第 三 十 一 条 の 規 定 は 承 認 証 明 機 関 が 技 術 基 準 適 合 証 明

の 業 務 及 び 工 事 設 計 認 証 の 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て 、 第 三 十 条 の 規 定 は 承 認 証 明 機 関 が 工 事 設

計 認 証 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 八 条 、 第 二 十 九 条 並 び に 第 三

十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 四 項 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一

第 六 項 」 と 、 第 二 十 八 条 第 三 号 及 び 第 四 号 ロ 中 「 第 二 十 五 条 第 二 項 各 号 」 と あ る の は 「 第 二 十

五 条 第 二 項 各 号 （ 第 三 十 三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と 、 第 三 十 条 第 一 項 第

三 号 及 び 第 四 号 中 「 特 定 無 線 設 備 」 と あ る の は 「 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 」 と 、 同 号 中

「 名 称 及 び 製 造 番 号 」 と あ る の は 「 名 称 」 と 、 同 項 第 八 号 中 「 技 術 基 準 適 合 証 明 番 号 」 と あ る
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え る も の と す る 。  

第 二 十 八 条 第 三 号 及

び 第 四 号 ロ  

第 二 十 五 条 第 二 項 各 号  第 二 十 五 条 第 二 項 各 号 （ 第 三 十

三 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ）  

第 三 十 条 第 一 項  八 技 術 基 準 適 合 証 明 番 号 及 び

技 術 基 準 適 合 証 明 を し た 年 月

日  

八 工 事 設 計 認 証 番 号 及 び 工 事

設 計 認 証 を し た 年 月 日  

九 ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ

の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め

の 識 別 子  

第 三 十 一 条  法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 二 項  法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に

お い て 準 用 す る 同 条 第 二 項  
 

の は 「 工 事 設 計 認 証 番 号 」 と 、 第 三 十 一 条 中 「 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 二 項 」 と あ る の は 「 法

第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 二 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 検 証 等 ）  （ 検 証 等 ）  

第 三 十 九 条 ［ 略 ］  第 三 十 九 条 ［ 同 上 ］  

２ 製 造 業 者 又 は 輸 入 業 者 は 、 法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 三 項 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 同 項

第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 項 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 又 は 添 付 し た 様 式 第 十 二 号

の 届 出 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 製 造 業 者 又 は 輸 入 業 者 は 、 法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 三 項 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 同 項

第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 項 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 様 式 第 十 二 号 の 届 出 書 を 総

務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三 同 上 ］  

四 ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め の 識 別 子 （ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え

に よ り 適 合 表 示 無 線 設 備 に つ い て 変 更 の 工 事 を 行 う も の で あ つ て 、 様 式 第 十 四 号 注 四 の 規 定

に よ り 当 該 適 合 表 示 無 線 設 備 の 識 別 番 号 を 新 た な 識 別 番 号 と す る も の と し て 特 別 特 定 無 線 設

備 の 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 を 行 つ た 場 合 に 限 る 。 第 十 二 項 第 七 号 に お い て 同 じ 。 ）  

［ 新 設 ］  

［ ３ ～ 1
1  略 ］  ［ ３ ～ 1
1  同 上 ］  

1
2  法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 六 項 の 公 示 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。  1
2  法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 六 項 の 公 示 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。   

［ 一 ～ 六 略 ］  ［ 一 ～ 六 同 上 ］  

七 ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め の 識 別 子  ［ 新 設 ］  

八 ［ 略 ］  七 ［ 同 上 ］  

［ 1
3  略 ］  ［ 1
3  同 上 ］  

（ 検 査 記 録 の 作 成 ）  （ 検 査 記 録 の 作 成 ）  

第 四 十 条 ［ 略 ］  第 四 十 条 ［ 同 上 ］  

［ 一 ～ 六 略 ］   ［ 一 ～ 六 同 上 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  ［ ２ ・ ３ 同 上 ］  

４ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ つ て 行 う 適 合 表 示 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 に つ い て 様 式 第 十 四 号 注

四 の 規 定 に よ り 当 該 適 合 表 示 無 線 設 備 の 識 別 番 号 を 新 た な 識 別 番 号 と す る も の と し て 法 第 三 十

八 条 の 三 十 三 第 三 項 の 届 出 を し た 特 別 特 定 無 線 設 備 に あ つ て は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う

プ ロ グ ラ ム を 特 別 特 定 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 提 供 す る 前 に 、 当 該 プ ロ グ ラ ム

に よ り ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 つ た 特 別 特 定 無 線 設 備 が 届 出 を 行 つ た 工 事 設 計 に 合 致 す る こ

と を 届 出 業 者 が 確 認 す る こ と を も つ て 、 検 査 を 行 つ た も の と み な し て 、 こ の 条 の 規 定 を 適 用 す

［ 新 設 ］  
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る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 第 二 号 中 「 場 所 」 と あ る の は 、 「 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う

プ ロ グ ラ ム を 特 別 特 定 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 提 供 す る 方 法 」 と す る 。  

  

別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ）  別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ）  

［ 一 ・ 二 略 ］  ［ 一 ・ 二 同 上 ］  

三 申 込 設 備 の 写 真 等 並 び に 特 性 試 験 の 試 験 が 次 の 各 号 に 適 合 す る こ と を 示 す 書 類 及 び 当 該 試

験 の 結 果 を 記 入 し た 書 類 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、 当 該 申 込 設 備 の 提 出 を 要 し な い も の と し 、 申

込 設 備 に 代 え て 当 該 申 込 設 備 の 写 真 等 と 申 込 設 備 の 工 事 設 計 書 と を 対 比 照 合 す る こ と に よ り

対 比 照 合 審 査 を 、 ま た 、 特 性 試 験 に 代 え て 当 該 試 験 が 次 の 各 号 に 適 合 す る こ と を 示 す 書 類 及

び 当 該 試 験 結 果 を 記 載 し た 書 類 に よ り 適 合 性 の 審 査 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

、 登 録 証 明 機 関 は 、 提 出 さ れ た 書 類 が 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で あ る か ど う か の 確 認 を 適 切

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

三 申 込 設 備 の 写 真 等 （ 特 定 無 線 設 備 の 部 品 の 配 置 及 び 外 観 を 示 す 写 真 又 は 図 で あ つ て 寸 法 を

記 入 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 並 び に 特 性 試 験 の 試 験 が 次 の 各 号 に 適 合 す る こ と を 示 す

書 類 及 び 当 該 試 験 の 結 果 を 記 入 し た 書 類 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、 当 該 申 込 設 備 の 提 出 を 要 し な

い も の と し 、 申 込 設 備 に 代 え て 当 該 申 込 設 備 の 写 真 等 と 申 込 設 備 の 工 事 設 計 書 と を 対 比 照 合

す る こ と に よ り 対 比 照 合 審 査 を 、 ま た 、 特 性 試 験 に 代 え て 当 該 試 験 が 次 の 各 号 に 適 合 す る こ

と を 示 す 書 類 及 び 当 該 試 験 結 果 を 記 載 し た 書 類 に よ り 適 合 性 の 審 査 を 行 う こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 登 録 証 明 機 関 は 、 提 出 さ れ た 書 類 が 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で あ る か ど う

か の 確 認 を 適 切 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］  ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］  

  

別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一⑴関係） 

第一 第二から第七までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の

工事設計書 

第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の

工事設計書 

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

 

 

 

工 事 設 計 書  

  １ 通信方式   

２ 

送

信

機 

⑴ 定格出力 
  ⑵ 発射可能な電波の型

式及び周波数の範囲 

  

⑶ 発 振  

⑷ 変 調  

⑸ 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

   

３ 空中線 
⑴ 型式及び構成 ⑵ 利得 

  

４ 附属装置等の種類及

び型式又は名称 

 

５ その他の工事設計 

⑴  設備規則第14条の２第１項に規定する人体にばく露

される電波の許容値に関する技術基準に係る無線設備で

あることの申告  

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

 

 

 

工 事 設 計 書  

  １ 通信方式   

２ 

送

信

機 

⑴ 定格出力 
  ⑵ 発射可能な電波の型

式及び周波数の範囲 

  

⑶ 発 振  

⑷ 変 調  

⑸ 製造者名等 
製造者名 型式又は名称 製造番号 

   

３ 空中線 
⑴ 型式及び構成 ⑵ 利得 

  

４ 附属装置等の種類及

び型式又は名称 

 

５ その他の工事設計 

⑴ 
 
⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 

ｍ  
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□ 無 

□ 有 

 

⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 
□ 申込設備に関し、１の欄から４の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
 □ 無 
 □ 有 

□ ①適合表示無線設備 
（番号及び種別：      ） 

□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①から③まで以外の無線設備 

 
⑷ 電波の発射範囲の確認 
□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①から③までで申告した無線設備の

工事設計の範囲外の電波を発射しないことを確認し

た。 

６ 添付図面等 無線設備系統図 

７ 参考事項 無線設備の型式又は名称 

 

                 短                辺        （日本産業規格Ａ列４番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 申込設備に関し、１の欄から４の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
 □ 無 
 □ 有 

□ ①適合表示無線設備 
（番号及び種別：      ） 

□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①～③以外の無線設備 

 
⑷ 電波の発射範囲の確認 
□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①～③で申告した無線設備の工事設

計の範囲外の電波を発射しないことを確認した。 

６ 添付図面等 無線設備系統図 

７ 参考事項 無線設備の型式又は名称 

 

                 短                辺        （日本産業規格Ａ列４番） 
 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

３ ２の(2)の欄は、「Ｆ３Ｅ 142MHzから162MHzまで」又は「Ｆ３Ｅ 143.54，149.01，

149.03，153.33，165.97MHz」のように記載するほか、次によること。 

３ ２の(2)の欄は、「Ｆ３Ｅ 142MHzから162MHzまで」又は「Ｆ３Ｅ 143.54，149.01，

149.03，153.33，165.97MHz」のように記載するほか、次によること。 

［(1) 略］ ［(1) 同左］ 

［削る］ (2) 第２条第１項第11号の19、第11号の19の２、第11号の19の３、第11号の21、第11号の30

、第11号の32、第11号の34、第21号の３、第54号、第54号の４又は第54号の６に掲げる無

線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信できる電波の周波数の範

囲が限定されるものにあつては、「1930.0MHz(同時送信可能な周波数は1925.32MHzから

1934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅)」のように限定された周波数の範囲を発射

可能な周波数に付記すること。 

ｍ 

ｍ 
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(2) 第２条第１項第１号の12の２に掲げる無線設備にあつては、占有周波数帯幅の許容値を

電波の型式に冠して記載すること。 

(3) 第２条第１項第１号の12の２に掲げる無線設備にあつては、占有周波数帯幅の許容値を

電波の型式に冠して記載すること。 

［削る］ (4) 第２条第１項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第21号

の３、第54号若しくは第54号の６に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の６の９第１

項第１号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことができるも

の又は第２条第１項第11号の20から第11号の20の３まで、第11号の22から第11号の24まで

、第11号の29から第11号の29の３まで、第11号の31から第11号の31の３まで、第11号の33

から第11号の33の３まで、第21号の３、第54号の２の２、第54号の３若しくは第54号の５

から第54号の５の３までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時

に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからセまで

に掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。 

ア 715MHzを超え748MHz以下及び770MHzを超え803MHz以下の周波数帯 

イ 815MHzを超え845MHz以下及び860MHzを超え890MHz以下の周波数帯 

ウ 900MHzを超え915MHz以下及び945MHzを超え960MHz以下の周波数帯 

エ 1427.9MHzを超え1462.9MHz以下及び1475.9MHzを超え1510.9MHz以下の周波数帯 

オ 1710MHzを超え1785MHz以下及び1805MHzを超え1880MHz以下の周波数帯 

カ 1888.5MHzを超え1916.6MHz以下の周波数 

キ 1920MHzを超え1980MHz以下及び2110MHzを超え2170MHz以下の周波数帯 

ク 2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数帯 

ケ 2,545MHzを超え2,655MHz以下の周波数帯 

コ 3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数帯 

サ 3.6GHzを超え4.1GHz以下の周波数帯 

シ 4.5GHzを超え5.0GHz以下の周波数帯 

ス 25.25GHzを超え27.5GHz以下の周波数帯 

セ 26.5GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 

［削る］ (5) 第２条第１項第11号の19の３又は第54号の４に掲げる無線設備にあつては、通信の相手

方となる基地局のチャネル間隔を「通信の相手方となる基地局のチャネル間隔は、５MHz、

10MHz及び15MHzとする。」のように付記すること。 

［削る］ (6) 第２条第１項第10号の２又は第11号の20の４から第11号の20の６までに掲げる無線設備

にあつては、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信できる電波の周波数の範囲を

「1925MHz(同時送信可能な周波数は1920.14MHzから1929.86MHzまでのうち連続した最大

9.72MHz幅)」のように付記すること。 

［４～７ 略］ ［４～７ 同左］ 

８ ３の(2)の欄は、次によること。 ８ ３の(2)の欄は、次によること。 

(1)25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載するものとし、Gis(絶

対利得)で表示すること。ただし、第２条第１項第20号の２に掲げる無線設備であつて、２

以上の空中線を使用する場合にあつては、型式及び構成ごとに上限値のみを記載すること

。 

(1)25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載するものとし、Gis(絶

対利得)で表示すること。ただし、第２条第１項第１号の４、第10号、第11号の３、第11号

の４、第11号の７、第11号の８、第11号の８の２、第11号の19、第11号の21、第11号の21

の２、第20号の２、第49号、第51号又は第52号の２から第54号の３までに掲げる無線設備(
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第２条第１号の４に掲げるものについては、設備規則第49条の７第２号のロの(3)に規定す

る機能を有するものに限る。)であつて、２以上の空中線を使用する場合にあつては、型式

及び構成ごとに上限値のみを記載すること。 

［(2) 略］ ［(2) 同左］ 

［９ 略］ ［９ 同左］ 

10 5の欄は、次によること。 10 5の欄は、次によること。 

(1) (1)は、設備規則第14条の2第1項に規定する人体にばく露される電波の許容値に関する

技術基準に係る無線設備であることの該当の有無について□にレ印を付けること。 

(1) (1)は、設備規則第14条の2第1項に規定する人体にばく露される電波の許容値に関する

技術基準に係る無線設備である場合には、その旨を記載すること。 

［(2)～(6) 略］ ［(2)～(6)］ 

［11・12 略］ ［11・12 同左］ 

［第二 略］ ［第二 同左］ 

第三 市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリテ

ィシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、5.2GHz帯高出力データ通信シス

テムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接

続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジ

タルコードレス電話の無線局、ＰＨＳの陸上移動局、狭域通信システムの陸上移動局、超広

帯域無線システムの無線局並びに700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための

無線設備の工事設計書 

第三 市民ラジオの無線局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリテ

ィシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、5.2GHz帯高出力データ通信シス

テムの無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接

続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジ

タルコードレス電話の無線局、ＰＨＳの陸上移動局、５GHz帯無線アクセスシステムの陸上移

動局及び携帯局、狭域通信システムの陸上移動局、超広帯域無線システムの無線局並びに

700MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用するための無線設備の工事設計書 

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

 

 

工 事 設 計 書 

  １ 通信方式   

２ 

送

信

機 

⑴ 定格出力 

  ⑵ 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

⑶ 発 振  

⑷ 変 調  

３ 製造者名等 
製造者名  型式又は名称 製造番号 

   

４ 空中線 
⑴ 型式及び構成 ⑵ 利得 

  

５ 附属装置等の種類及

び型式又は名称 

  

６ その他の工事設計 
⑴ 

 

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

 

 

工 事 設 計 書 

  １ 通信方式   

２ 

送

信

機 

⑴ 定格出力 

  ⑵ 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

⑶ 発 振  

⑷ 変 調  

３ 製造者名等 
製造者名  型式又は名称 製造番号 

   

４ 空中線 
⑴ 型式及び構成 ⑵ 利得 

  

５ 附属装置等の種類及

び型式又は名称 

  

６ その他の工事設計 
⑴ 

 
ｍ ｍ 
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⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 
□ 申込設備に関し、１の欄から５の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
 □ 無 
 □ 有 

□ ①適合表示無線設備 
（番号及び種別：      ） 

□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①から③まで以外の無線設備 

 
⑷ 電波の発射範囲の確認 
□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①から③までで申告した無線設備の

工事設計の範囲外の電波を発射しないことを確認し

た。 

７ 同一認証番号を求め

るソフトウェアアップ

デート 

□ 無 

□ 有 

８ 添付図面等 無線設備系統図 

９ 参考事項 無線設備の型式又は名称 

 

      短                           辺        （日本産業規格Ａ列４番） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 
□ 申込設備に関し、１の欄から５の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
 □ 無 
 □ 有 

□ ①適合表示無線設備 
（番号及び種別：      ） 

□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①～③以外の無線設備 

 
⑷ 電波の発射範囲の確認 
□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①～③で申告した無線設備の工事設

計の範囲外の電波を発射しないことを確認した。 

  

７ 添付図面 無線設備系統図 

８ 参考事項 無線設備の型式又は名称 

 

       短                           辺          （日本産業規格Ａ列４番） 
 

［注１～10 略］ ［注１～10 同左］ 

11 ７の欄は、次によること。 ［新設］ 

(1) ソフトウェアの書換えにより適合表示無線設備について変更の工事（電波の型式（変調

方式を含む。）、周波数及び空中線電力の変更並びにその他設備規則に定める条件に適合

する範囲内において行う変更に係るものに限る。）を行うものであつて、様式第７号注５

⑵の規定により当該適合表示無線設備の工事設計認証番号を新たな工事設計認証番号とす

るものとして工事設計認証を求める場合、又は様式第14号注４の規定により当該適合表示

無線設備の識別番号を新たな識別番号とするものとして法第38条の33第３項に基づく届出

をする場合に限り、「有」の□にレ印を付けること。 

 

(2) 「有」の□にレ印を付した場合は、ソフトウェアの名称及びその変更の状態を識別する  

ｍ 

ｍ 
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ための識別子を記載した書面を添付すること。 

 （記載例：メーカー名等・用途等（●●用） ver1.1以降 ） 

12 ８の欄の添付図面の記載等は、次によること。 11 ７の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

［（1）～（3） 略］ ［（1）～（3） 同左］ 

13 ９の欄は、次によること。 12 ８の欄は、次によること。 

［（1）～（9） 略］ ［（1）～（9） 同左］ 

［第四 略］ ［第四 同左］ 

第五 地球局（第七に掲げるものを除く。）、航空機地球局又は携帯移動地球局（第七に掲げ

るものを除く。）に使用するための無線設備の工事設計書 

第五 地球局（設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている

地球局を除く。）、航空機地球局又は携帯移動地球局（設備規則第四十九条の二十三の七にお

いてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局及び設備規則第四十九条の二十三の

八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局を除く。）に使用するための

無線設備の工事設計書 

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 設 計 書  

  １ 通信方式    

２ 

送

信

機 

⑴ 定格出力 

  ⑵ 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

⑶ 発 振   ⑷ 変  調  

⑸ 最大電力密度  

⑹ 高周波濾
ろ

波器  

⑺ 製造者名等 

 製造者名  型式又は名称 製造番号 

      

３ 受信機の受信可能な

電波の型式及び周波数

の範囲 

 

４ 

空

中

線

系 

⑴ 型式及び構成 ⑵ 利 得 ⑶ 周波数 

     

⑷ 偏波面 ⑸ 給電線等損失 

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 設 計 書  

  １ 通信方式    

２ 

送

信

機 

⑴ 定格出力 

  ⑵ 発射可能な電波の

型式及び周波数の範

囲 

  

⑶ 発 振   ⑷ 変  調  

⑸ 最大電力密度  

⑹ 高周波濾
ろ

波器  

⑺ 製造者名等 

 製造者名  型式又は名称 製造番号 

      

３ 受信機の受信可能な

電波の型式及び周波数

の範囲 

 

４ 

空

中

線

系 

⑴ 型式及び構成 ⑵ 利 得 ⑶ 周波数 

     

⑷ 偏波面 ⑸ 給電線等損失 
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辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 衛星追

尾装置 
□有□無 

６ インター

ロック装

置 

□有□無 

７  自動

停 波 装

置 

□有□無 

８ 附属装置の種類及

び型式又は名称 

 

９ その他の工事設計 

⑴  設備規則第14条の２第１項に規定する人体にばく露さ

れる電波の許容値に関する技術基準に係る無線設備であ

ることの申告  
□ 無 
□ 有 

 
⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 
□ 申込設備に関し、１の欄から８の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
□ 無 
□ 有 
□ ①適合表示無線設備 

（番号及び種別：      ） 
□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①から③まで以外の無線設備 

 
⑷ 電波の発射範囲の確認 
□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①から③までで申告した無線設備の

工事設計の範囲外の電波を発射しないことを確認し

た。 

10 同一認証番号を求

めるソフトウェアア

ップデート 

□ 無 

□ 有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 衛星追

尾装置 
□有□無 

６ インター

ロック装

置 

□有□無 

７  自動

停 波 装

置 

□有□無 

８ 附属装置の種類及

び型式又は名称 

 

９ その他の工事設計 

⑴ 
 
⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 
□ 申込設備に関し、１の欄から８の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
□ 無 
□ 有 

□ ①適合表示無線設備 
（番号及び種別：      ） 

□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①～③以外の無線設備 

 
⑷ 電波の発射範囲の確認 
□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①～③で申告した無線設備の工事設

計の範囲外の電波を発射しないことを確認した。 

10 添付図面等 
⑴ 無線設備系統図 

⑵ 空中線指向図 

11 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

              短            辺          （日本産業規格Ａ列４番） 
 

ｍ 

ｍ 
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11 添付図面等 
⑴ 無線設備系統図 

⑵ 空中線指向図 

12 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

              短            辺          （日本産業規格Ａ列４番） 
 

［注１～14 略］ ［注１～14 同左］ 

15 9の欄は、次によること。 15 9の欄は、次によること。 

(1) (1)は、設備規則第14条の2第1項に規定する人体にばく露される電波の許容値に関する技

術基準に係る無線設備であることの該当の有無について該当する□にレ印を付けること。 

(1) (1)は、設備規則第14条の2第1項に規定する人体にばく露される電波の許容値に関する技

術基準に係る無線設備である場合には、その旨を記載すること。 

［(2)～(6) 略］ ［(2)～(6) 同左］ 

16 10の欄は、次によること。 ［新設］ 

(1) ソフトウェアの書換えにより適合表示無線設備について変更の工事（電波の型式（変調

方式を含む。）、周波数及び空中線電力の変更並びにその他設備規則に定める条件に適合す

る範囲内において行う変更に係るものに限る。）を行うものであつて、様式第７号注５⑵の

規定により当該適合表示無線設備の工事設計認証番号を新たな工事設計認証番号とするもの

として工事設計認証を求める場合、又は様式第14号注４の規定により当該適合表示無線設備

の識別番号を新たな識別番号とするものとして法第38条の33第３項に基づく届出をする場合

に限り、「有」の□にレ印を付けること。 

 

(2) 「有」の□にレ印を付した場合は、ソフトウェアの名称及びその変更の状態を識別する

ための識別子を記載した書面を添付すること。 

 （記載例：メーカー名等・用途等（●●用） ver1.1以降 ） 

 

17 11の欄の添付図面の記載等は、次によること。 16 10の欄の添付図面の記載等は、次によること。 

(1) 11の欄の(1)の図面は、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送

信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。 

(1) 10の欄の(1)の図面は、送信装置及び受信装置の系統、各系統の用途及び周波数並びに送

信装置、受信装置及び空中線の接続系統を記載すること。 

(2) 11の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。 

    なお、第２条第１項第９号、第９号の２、第30号の２、第30号の３及び第46号に掲げる

無線設備については、指向特性に加え、交差偏波識別度を記載すること。 

また、設備規則第49条の24第７項に規定するインマルサットＢＧＡＮ型の無線設備のう

ち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸

上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特

性に加え、同項第３号ハの条件に適合することを説明した資料を添付すること。 

(2) 10の欄の(2)の図面は、水平面及び垂直面の指向特性を記載すること。 

    なお、第２条第１項第９号、第９号の２、第30号の２、第30号の３及び第46号に掲げる

無線設備については、指向特性に加え交差偏波識別度を記載すること。 

    また、設備規則第49条の24第７項に規定するインマルサットＢＧＡＮ型の無線設備のう

ち、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸

上を移動するものに設置される空中線であるものについては、水平面及び垂直面の指向特

性に加え、同項第３号ハの条件に適合することを説明した書類を添付すること。 

［(3)～(5) 略］ ［(3)～(5) 同左］ 

18 12の欄は、次によること。 17 11の欄は、次によること。 

ｍ 
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［(1)・(2) 略］ ［(1)・(2) 同左］ 

［第六 略］ ［第六 同左］ 

第七 携帯無線通信を行う無線局、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、ローカル５Ｇの

無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信

を行う無線局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）、地球局（設備規則第49

条の23の８においてその無線設備の条件が定められているものに限る。）及び携帯移動地球局

（設備規則第49条の23の７又は第49条の23の８においてその無線設備の条件が定められている

ものに限る。）に使用するための無線設備の工事設計書 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

 

 

 

 

 

 

工 事 設 計 書  

 １ 通信方式   

２ 

送 

信 

機 

⑴ 定格出力 

 ⑵ 発射可能な

電波の型式及

び周波数の範

囲 

 

⑶ 変 調  

⑷ 製造者名等 

製造者名 型式又は名称 製造番号 

   

３ 空中線 

⑴ 型式及び構成 ⑵ 利 得 

  

４ 給電線等 給電線損失（dB）  

共用器損失（dB）  

その他の損失（dB）  

５ 附属装置等の種類及

び型式又は名称 

 

６ その他の工事設計 

⑴ 設備規則第14条の２第１項に規定する人体にばく露さ

れる電波の許容値に関する技術基準に係る無線設備であ

ることの申告 

□ 無 
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□ 有 

 

⑵ 電波法第３章に規定する技術基準適合性の確認 
□ 申込設備に関し、１の欄から５の欄までの記載事項

以外の工事設計について、電波法第３章に規定する技

術基準に適合していることを確認した。 
 
⑶ 同一の筐体に収められた他の無線設備の申告 
 □ 無 
 □ 有 

□ ①適合表示無線設備 
  （番号及び種別：      ） 

□ ②微弱無線設備 
□ ③同時申込の無線設備 
□ ④上記①から③まで以外の無線設備 

 

⑷ 電波の発射範囲の確認 

□ 同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申

込設備及び上記⑶①から③までで申告した無線設備の

工事設計の範囲外の電波を発射しないことを確認し

た。 

７ 同一認証番号を求

めるソフトウェアア

ップデート 

□ 無 

□ 有 

８ 添付図面等 無線設備系統図 

９ 参考事項 無線設備の型式又は名称 

  

              短             辺         （日本産業規格Ａ列４番） 
 

注１ １の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「複信方式」、「半複信方式」又は「同報

通信方式」のように記載すること。 

 

２ ２の(1)の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値

を記載すること。ただし、無線設備の送信空中線の絶対利得に応じて空中線電力の許容値が

規定されている場合であつて、当該許容値が異なる１又は２以上の空中線を使用するときは
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、当該許容値ごとにその最大空中線電力と送信空中線の絶対利得の最大値をそれぞれ記載す

ること。 

（記載例） X7W 20W（17dBi） 

3.2W（25dBi） 

３ ２の(2)の欄は次によること。  

(1) 第２条第１項第11号の19、第11号の19の２、第11号の19の３、第11号の21、第11号の

30、第11号の32、第11号の34、第21号の３、第54号、第54号の４又は第54号の６に掲げ

る無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信できる電波の周波

数の範囲が限定されるものにあつては、「1,930.0MHz（同時送信可能な周波数は

1,925.32MHzから1,934.68MHzまでのうち連続した最大4.32MHz幅）」のように限定され

た周波数の範囲を発射可能な周波数に付記すること。 

 

(2) 第２条第１項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第21

号の３、第54号若しくは第54号の６に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の６の９

第１項第１号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことがで

きるもの又は第２条第１項第11号の20から第11号の20の３まで、第11号の22から第11号

の24まで、第11号の29から第11号の29の３まで、第11号の31から第11号の31の３まで、

第11号の33から第11号の33の４まで、第21号の３、第53号、第54号の２から第54号の３

まで若しくは第54号の５から第54号の５の３までに掲げる無線設備であつて一の送信装

置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波

の周波数帯（次のアからセまでに掲げる周波数帯をいう。）及び当該搬送波の数を記載

すること。 

ア 715MHzを超え748MHz以下及び770MHzを超え803MHz以下の周波数帯 

イ 815MHzを超え845MHz以下及び860MHzを超え890MHz以下の周波数帯 

ウ 900MHzを超え915MHz以下及び945MHzを超え960MHz以下の周波数帯 

エ 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下及び1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下の周波数帯 

オ 1,710MHzを超え1,785MHz以下及び1,805MHzを超え1,880MHz以下の周波数帯 

カ 1,888.5MHzを超え1,916.6MHz以下の周波数帯 

キ 1,920MHzを超え1,980MHz以下及び2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数帯 

ク 2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数帯 

ケ 2,545MHzを超え2,655MHz以下の周波数帯 

コ 3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数帯 

サ 3.6GHzを超え4.1GHz以下の周波数帯 

シ 4.5GHzを超え5.0GHz以下の周波数帯 

ス 25.25GHzを超え27.5GHz以下の周波数帯 

セ 26.5GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 

 

(3) 第２条第１項第11号の19の３又は第54号の４に掲げる無線設備にあつては、通信の相

手方となる基地局又は高高度基地局のチャネル間隔を「通信の相手方となる基地局（通
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信の相手方が高高度基地局の場合にあっては、高高度基地局）のチャネル間隔は、５

MHz、10MHz及び15MHzとする。」のように付記すること。 

(4) 第２条第１項第10号の２又は第11号の20の４から第11号の20の６までに掲げる無線設

備にあつては、占有周波数帯幅の許容値の範囲内で同時に送信できる電波の周波数の範

囲を「1,925MHz（同時送信可能な周波数は1,920.14MHzから1,929.86MHzまでのうち連続

した最大9.72MHz幅）」のように付記すること。 

 

(5) 設備規則第49条の６の９に規定する通信方式と設備規則第49条の６の13に規定する通

信方式を組み合わせて二以上の搬送波を同時に用いて一体として通信を行う無線設備を

通信の相手方とする無線設備であつて、設備規則第49条の６の13に規定する通信方式の

搬送波の周波数を指定する値から7.5kHz高く偏移させて電波発射するものの場合は、周

波数等の末尾に「【DSS運用】」のように付記すること 。 

 

４ ２の(4)の欄は、次によること。  

(1) 送信機の製造者名等を記載すること。  

(2) 工事設計認証又は技術基準適合自己確認の場合は、製造番号の記載を要しない。  

５ ３の(1)の欄は、次によること。  

(1) 偏波面並びに輻射器、反射器又は導波器等がある場合は、その区別及び素子数を記載す

ること。 

 

(2) 構成が複雑なため記載が困難なときは、構成は添付図面のとおりである旨を当該欄に記

載すること。この場合において、空中線の構成を示す図面を添付しなければならない。 

 

６ ３の(2)の欄は、25.21MHzを超える周波数の電波を使用する無線局のものに限り記載する

ものとし、Gis（絶対利得）で表示すること。ただし、基地局、陸上移動中継局及び地球局

に使用する無線設備以外のものにあつては、２以上の空中線を使用する場合、型式及び構成

ごとに上限値のみを記載すること。また、基地局、陸上移動中継局及び地球局に使用する無

線設備にあつては、２の(2)の欄に複数の搬送波の周波数帯を記載した場合は、周波数帯毎

の最大利得を記載すること。 

 

７ ４の欄は、基地局、陸上移動中継局及び地球局に使用する無線設備に限り記載すること。

この場合において、給電線、共用器及び減衰器等その他外部の転換装置について、それぞれ

の損失が最小となるものに限り、その値（小数点以下を含む場合は、これを四捨五入する。

）を記載するとともに、型式等を記載した資料及び写真等を添付すること。 

 

８ ５の欄は、設備規則第１章第６節に規定する周波数等を維持する機能を有する場合は「周

波数等を維持する機能」と記載すること。 

 

９ ６の欄は、次によること。  

(1) (1)は、設備規則第14条の２第１項に規定する人体にばく露される電波の許容値に関す

る技術基準に係る無線設備であることの該当の有無について□にレ印を付けること。 

 

(2) (2)は、申込設備に関し、１の欄から５の欄までの記載事項以外の工事設計について、

電波法第３章に規定する技術基準に適合していることを申込者が確認し、□にレ印を付け
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ること。 

(3) (3)は、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備の有無及び該当する①から④

までの□にレ印を付けることとし、①の番号及び種別欄には、番号として技術基準適合証

明番号、工事設計認証番号又は識別番号を記載し、種別として第２条第１項に掲げる特定

無線設備の種別を記載すること。 

 

(4) 微弱無線設備とは、電波法第４条第１号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線

局の無線設備をいう。 

 

(5) 同時申込の無線設備とは、申込設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のうち、

当該申込設備と同時に同一の登録証明機関又は承認証明機関に対し、技術基準適合証明又

は工事設計認証の申込をしている無線設備をいう。 

 

(6) (4)は、申込設備と同一の筐体に収められた全ての無線設備に関し、申込設備及び

(3)①から③までに申告した無線設備の工事設計の範囲外の電波を発射しないことを申込

者が確認し、□にレ印を付けること。また、(3)④の無線設備であつて現に免許等（免許

、登録又は予備免許をいう。）を受けている場合又は新たに免許等若しくは認証等（技術

基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認をいう。以下同じ。）を受けた場

合は、(4)で確認した範囲外の電波であつても、その免許等又は認証等に係る工事設計の

範囲内の電波を発射することを妨げない。 

 

10 ７の欄は、次によること。  

(1) ソフトウェアの書換えにより適合表示無線設備について変更の工事（電波の型式（変

調方式を含む。）、周波数及び空中線電力の変更並びにその他設備規則に定める条件に適

合する範囲内において行う変更に係るものに限る。）を行うものであつて、様式第７号注

５⑵の規定により当該適合表示無線設備の工事設計認証番号を新たな工事設計認証番号と

するものとして工事設計認証を求める場合、又は様式第14号注４の規定により当該適合表

示無線設備の識別番号を新たな識別番号とするものとして法第38条の33第３項に基づく届

出をする場合に限り、「有」の□にレ印を付けること。 

 

(2) 「有」の□にレ印を付した場合は、ソフトウェアの名称及びその変更の状態を識別す

るための識別子を記載した書面を添付すること。 

 （記載例：メーカー名等・用途等（●●用） ver1.1以降 ） 

 

11 ８の欄は、次によること。  

(1) 無線設備系統図は、信号処理部、発振部、変復調部、電力増幅部及びその他付加装置

のぞれぞれ又はそれらの一部を構成する半導体集積回路の名称及び用途並びに電源の電圧

を記載すること。また、２以上の空中線を使用する場合であつて、各空中線から送信され

る搬送波の周波数帯が異なる場合にあつては、空中線ごとに発射可能な電波の型式及び周

波数の範囲を記載すること。 

 

（記載例１：携帯無線通信を行う基地局に使用する無線設備）  
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（記載例２：携帯無線通信を行う基地局に使用する無線設備（ソフトウェアにより無線設

備の機能の一部を実現するもの。）） 

 

 

 

（記載例３：携帯無線通信を行う基地局に使用する無線設備（分散型アンテナシステムの

基地局（基地局から発射される電波を複数の送受信装置に分配し、各送受信

装置から発射される電波が一体として一の基地局の役務の提供に係る区域を

構成する基地局をいう。以下同じ。）に使用するもの）） 
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（記載例４：携帯無線通信を行う陸上移動局に使用する無線設備）  

 

 

(2) 筐体を容易に開けることができないこと等の無線設備の構造に関する技術基準に適合す

ることを説明した当該無線設備の構造及び形状の概要を示す図面を添付すること（当該技

術基準に係る無線設備に限る。）。 

 

(3) 設備規則第９条の５に規定する外部参照信号同期機能を有する無線設備については、当

該機能を実現するための構造及び同条に規定する外部参照信号の周波数精度を記した図面

を添付し、設備規則第９条の６に規定する自動出力補正機能を有する無線設備については

、当該機能を実現するための構造及び当該機能が保証する空中線電力の偏差の範囲を記し

た図面を添付すること。 

 

(4) 設備規則第14条の２第１項に規定する人体にばく露される電波の許容値に関する技術基

準に係る無線設備については、当該無線設備を通常使用する場合における筐体について記

した図面、送信空中線と人体との距離が20センチメートル以内となる状態で通常使用する

場合における無線設備と人体との位置関係について記した資料並びに空中線その他の当該

技術基準の測定に係るものの構造及び位置を記した図面を添付し、設備規則第14条の２第

１項の同一の筐体に収められた他の無線設備があるときは、当該他の無線設備の空中線の

構造及び位置を記した図面並びに工事設計（通信方式、送信機及び空中線に係る部分に限

る。）を記載した資料を添付すること。 

 

(5) 設備規則第14条の２第２項に規定する人体頭部にばく露される電波の許容値に関する技

術基準に係る無線設備については、空中線その他の当該技術基準の測定に係るものの構造

及び位置を記した図面を添付すること。 

 

(6) 基地局、陸上移動中継局及び地球局に使用する無線設備にあつては、無線通信を制御す

る伝送方式が国際規格等に準拠したものである場合は、電子計算機（発振部、変調部及び

高周波部を構成するものを除く。）の型式等の記載及び写真等の提出を要しない。ただし

、当該電子計算機を動作させるソフトウェアについては、国際規格等に準拠する旨を記載
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すること。 

（記載例：ｅＣＰＲＩに準拠） 

(7) 分散型アンテナシステムの基地局に使用する無線設備にあつては、無線設備系統図に

おいて、基地局の送受信装置、基地局と通信を行う送受信装置、電波を光信号その他電気

信号（有線電気通信法第２条第２項に規定する有線電気通信設備の伝送路において伝送す

るものに限る。）に変換する装置、当該信号を高周波信号に変換する装置及び当該高周波

信号の電波を送受信する送受信装置（全て同一の型式である場合に限る。）の組合せによ

る設備構成を示すこと。また、基地局の送受信装置が既に認証等を受けている特定無線設

備である場合にあつては、認証等を受けようとする登録証明機関又は承認証明機関が対比

照合審査を適切に行うことができる場合に限り、当該基地局に使用する無線設備の技術基

準適合証明番号又は工事設計認証番号を記載することより写真等の提出を要しない。 

 

(8) ６の欄の(3)④で申告した無線設備について、工事設計（送信機の定格出力、発射可能

な電波の型式及び周波数の範囲に係る部分に限る。）を記載した資料を添付すること。 

 

12 ９の欄は、次によること。  

(1) 対比照合審査を行うときにおいて無線設備を開閉することが困難である場合及び(2)に

該当する場合は、写真等を添付すること。 

 

(2) 基地局、陸上移動中継局及び地球局に使用する無線設備の場合において、総務大臣が別

に告示する発射する電波の特性に影響がないと想定される部品について登録証明機関又は

承認証明機関の確認を受ける場合は、(1)の写真等にその部品を明示すること。 

 

(3) 試験用プログラム、コネクタその他の特性試験を行うために特に必要な物件がある場合

は、その名称及び種類を記載すること。 

 

  

別 表 第 四 号 工 事 設 計 認 証 に 係 る 確 認 方 法 書 の 記 載 事 項 （ 第 十 七 条 及 び 第 三 十 三 条 関 係 ）  別 表 第 四 号 工 事 設 計 認 証 に 係 る 確 認 方 法 書 の 記 載 事 項 （ 第 十 七 条 及 び 第 三 十 三 条 関 係 ）  

 工 事 設 計 認 証 に 係 る 確 認 方 法 書 の 記 載 事 項 は 、 次 表 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 と す る 。  工 事 設 計 認 証 に 係 る 確 認 方 法 書 の 記 載 事 項 は 、 次 表 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 と す る 。  

［ 一 ・ 二 略 ］  

三  特 定 無 線 設 備 の 検 査  工 事 設 計 合 致 義 務 を 履 行 す る た め に 必 要 な 特 定 無 線 設 備 の 検 査

手 順 そ の 他 検 査 に 関 す る 規 程 が 文 書 と し て 整 備 さ れ 、 そ れ に 基

づ き 検 査 が 適 切 に 行 わ れ る こ と の 説 明 （ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え

に よ り 適 合 表 示 無 線 設 備 に つ い て 変 更 の 工 事 （ 電 波 の 型 式 （ 変

調 方 式 を 含 む 。 ） 、 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 の 変 更 並 び に そ の 他

設 備 規 則 に 定 め る 条 件 に 適 合 す る 範 囲 内 に お い て 行 う 変 更 に 係

る も の に 限 る 。 ） を 行 う も の で あ っ て 、 様 式 第 七 号 注 五 ⑵ の 規

定 に よ り 当 該 適 合 表 示 無 線 設 備 の 工 事 設 計 認 証 番 号 を 新 た な 工

事 設 計 認 証 番 号 と す る も の と し て 工 事 設 計 認 証 を 求 め る 場 合 に

あ つ て は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 つ た 特 定 無 線 設 備 が 認 証

工 事 設 計 に 合 致 す る こ と を 確 認 す る 方 法 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換

［ 一 ・ 二 略 ］  

三  特 定 無 線 設 備 の 検 査  工 事 設 計 合 致 義 務 を 履 行 す る た め に 必 要 な 特 定 無 線 設 備 の 検 査

手 順 そ の 他 検 査 に 関 す る 規 程 が 文 書 と し て 整 備 さ れ 、 そ れ に 基

づ き 検 査 が 適 切 に 行 わ れ る こ と の 説 明  
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え を 行 う プ ロ グ ラ ム を 特 定 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有

者 に 提 供 す る 方 法 及 び 第 二 十 一 条 に お い て 準 用 す る 第 十 三 条 第

一 項 又 は 第 三 十 七 条 に お い て 準 用 す る 第 三 十 条 第 一 項 に 定 め る

ソ フ ト ウ ェ ア の 名 称 及 び そ の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め の 識 別

子 を 特 定 無 線 設 備 の 映 像 面 又 は 当 該 特 定 無 線 設 備 に 接 続 し た 表

示 装 置 の 映 像 面 に 明 瞭 な 状 態 で 表 示 す る 方 法 の 説 明 を 含 む 。 ）  

［ 四 ・ 五 略 ］  
 

 

 

 

 

 

 

［ 四 ・ 五 略 ］  
 

  

様式第５号（第６条、第17条、第25条及び第33条関係） 様式第５号（第６条、第17条、第25条及び第33条関係） 

技術基準適合証明等報告書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

             氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

             電話番号 

             登録番号 

 

 

  電波法                            の規定により、下記 

 

 

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 特定無線設備の技術基準適合証明 

［表 略］ 

２ 特定無線設備の工事設計認証 

工事

設計

認証

を受

けた

者の

氏名

工事

設計

認証

を受

けた

者の

住所

工事

設計

認証

に係

る工

事設

計に

工事

設計

認証

に係

る工

事設

計に

工事

設計

認証

番号 

電波

の型

式、

周波

数及

び空

中線

周波

数等

を維

持す

る機

能を

有す

設備

規則

第14

条の

２第

１項

の規

工事

設計

認証

をし

た年

月日 

第17

条第 

4項第

9号 

から

第12 

号ま

公示

を希

望す

る日 

技術基準適合証明等報告書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

             氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

             電話番号 

             登録番号 

 

 

  電波法                            の規定により、下記 

 

 

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 特定無線設備の技術基準適合証明 

［表 同左］ 

２ 特定無線設備の工事設計認証 

工事

設計

認証

を受

けた

者の

氏名

工事

設計

認証

を受

けた

者の

住所

工事

設計

認証

に係

る工

事設

計に

工事

設計

認証

に係

る工

事設

計に

工事

設計

認証

番号 

電波

の型

式、

周波

数及

び空

中線

周波

数等

を維

持す

る機

能を

有す

設備

規則

第14

条の

２第

１項

の規

工事

設計

認証

をし

た年

月日 

第17

条第 

4項第

9号 

から

第11 

号ま

公示

を希

望す

る日 

第38条の６第２項 

第38条の24第３項において準用する同法第38条の６第２項 

第38条の31第４項において準用する同法第38条の６第２項 

第38条の31第６項において準用する同法第38条の６第２項 

第38条の６第２項 

第38条の24第３項において準用する同法第38条の６第２項 

第38条の31第４項において準用する同法第38条の６第２項 

第38条の31第６項において準用する同法第38条の６第２項 
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又は

名称 

及び

法人

にあ

つて

は、

その

代表

者の

氏名 

基づ

く特

定無

線設

備の

種別 

基づ

く特

定無

線設

備の

型式

又は

名称 

電力 る無

線設

備で

ある

場合

には

、そ

の旨 

定が

適用

され

る無

線設

備で

ある

場合

には

、そ

の旨 

でに 

規定

する 

事項

の記 

載又

は添 

付 

(注1) 

           

           

注１ 第17条第４項ただし書に該当する場合又は同項第12号に規定する変更の工事を行うもの

（当該変更について様式第７号注５⑵の規定により当該適合表示無線設備の工事設計認証

番号を新たな工事設計認証番号とするものとして工事設計認証を行ったものに限る。）で

ある場合は、レ印を入れ、同項第９号から第12号までに掲げる事項を記載又は添付（同号

に掲げる事項については、添付に限る。）をすること。 

［２～５ 略］ 
 

又は

名称 

及び

法人

にあ

つて

は、

その

代表

者の

氏名 

基づ

く特

定無

線設

備の

種別 

基づ

く特

定無

線設

備の

型式

又は

名称 

電力 る無

線設

備で

ある

場合

には

、そ

の旨 

定が

適用

され

る無

線設

備で

ある

場合

には

、そ

の旨 

でに 

規定

する 

事項

の記 

載又

は添 

付 

(注1) 

           

           

注１ 第17条第４項ただし書に該当する場合は、レ印を入れ、同項第９号から第11号までに掲

げる事項を記載又は添付すること。 

 

 

 

［２～５ 同左］ 
 

  

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとす

る。 

 表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとす

る。 

［図 略］ ［図 同左］ 

［注１～４ 略］ ［注１～４ 同左］ 

５ 工事設計認証番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区

別とし、４文字目は「―（ハイフン）」とし、５文字目から10文字目までは登録証明機関又は承

認証明機関が一の認証工事設計ごとにアラビア数字若しくは英字又はこれらの組合せにより定め

るものとする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。 

５ 工事設計認証番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区

別とし、４文字目は「―（ハイフン）」とし、５文字目から10文字目までは登録証明機関又は承

認証明機関が一の認証工事設計ごとにアラビア数字若しくは英字又はこれらの組合せにより定め

るものとする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。 

(1) 異なる認証工事設計に基づく二以上の特定無線設備により一の無線設備を構成するもので

ある場合は、当該一の無線設備に対して一の工事設計認証番号とすることができる。 

(1) 異なる認証工事設計に基づく二以上の特定無線設備により一の無線設備を構成するもので

ある場合は、当該一の無線設備に対して一の工事設計認証番号とすることができる。 

(2) 認証工事設計について新たな工事設計認証をした場合は、当該認証工事設計に基づく適合

表示無線設備の変更の工事を伴わないとき又は総務大臣が別に告示するところによるときに限

り、当該認証工事設計に係る工事設計認証番号を新たな工事設計認証番号とすることができる

。この場合において、当該工事設計認証番号に係る表示が付された特定無線設備については、

新たな表示が付されたものとみなす。 

(2) 認証工事設計について新たな工事設計認証をした場合は、当該認証工事設計に基づく適合

表示無線設備の変更の工事を伴わないときに限り、当該認証工事設計に係る工事設計認証番号

を新たな工事設計認証番号とすることができる。この場合において、当該工事設計認証番号に

係る表示が付された特定無線設備については、新たな表示が付されたものとみなす。 
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(3) (1)の規定は、(2)の場合について適用する。 ［新設］ 

  

様式第12号(第39条関係) 様式第12号(第39条関係) 

技術基準適合自己確認届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

             氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

             電話番号 

 

電波法第38条の33第２項の規定による技術基準適合自己確認をしたので、同条第３項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

［１～６ 略］ 

７ 同一識別番号を求めるソフトウェアアップデートの有無 

□ 有 

□ 無 

［注１～７ 略］ 

８ ７の欄は、次によること。 

(1) ソフトウェアの書換えにより適合表示無線設備について変更の工事（電波の型式（変調

方式を含む。）、周波数及び空中線電力の変更並びにその他設備規則に定める条件に適合す

る範囲内において行う変更に係るものに限る。）を行うものであつて、様式第14号注４の規

定により当該適合表示無線設備の識別番号を新たな識別番号とするものとして届出をする場

合に限り、「有」の□にレ印を付けること。 

(2) 「有」の□にレ印を付した場合は、ソフトウェアの名称及びその変更の状態を識別する

ための識別子（記載例のとおり。）を記載した書面を添付すること。 

技術基準適合自己確認届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

             氏  名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） 

             電話番号 

 

電波法第38条の33第２項の規定による技術基準適合自己確認をしたので、同条第３項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

［１～６ 略］ 

［新設］ 

 

 

［注１～７ 略］ 

［新設］ 

 ９ ［略］  ８ ［同左］ 

  

様式第14号（第41条関係） 様式第14号（第41条関係） 

表示は、次の様式に記号Ｒ及び識別番号を付加したものとする。  表示は、次の様式に記号Ｒ及び識別番号を付加したものとする。 

［図 略］ ［図 同左］ 

［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］ 
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４ 識別番号の最初の６文字は届出番号とし、７文字目又は７文字目及び８文字目は特別特定無

線設備の種別に従い様式第７号の注４の表で定めるとおりとし、８文字目及び９文字目又は９

文字目又は10文字目は当該特別特定無線設備について技術基準適合自己確認の届出を行つた西

暦年数の十位以下を示す数字とする。ただし、届出工事設計について新たな技術基準適合自己

確認を行い、総務大臣に届け出た場合は、当該届出工事設計に基づく適合表示無線設備の変更

の工事を伴わないとき又は総務大臣が別に告示するところによるときに限り、当該届出工事設

計に係る識別番号を新たな識別番号とすることができる。この場合において、当該識別番号に

係る表示が付された特別特定無線設備については、新たな表示が付されたものとみなす。 

４ 識別番号の最初の６文字は届出番号とし、７文字目又は７文字目及び８文字目は特別特定無

線設備の種別に従い様式第７号の注４の表で定めるとおりとし、８文字目及び９文字目又は９

文字目又は10文字目は当該特別特定無線設備について技術基準適合自己確認の届出を行つた西

暦年数の十位以下を示す数字とする。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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   附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に な さ れ て い る 電 波 法 第 三 十 八 条 の 六 第 一 項 （ 同 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第

四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 基 づ く 技 術 基 準 適 合 証 明 の 求 め 又 は 同 法 第 三 十 八 条 の 二 十

四 第 二 項 （ 同 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 基 づ く 工 事 設 計 認 証

の 求 め に つ い て 、 同 法 第 三 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 証 明 機 関 又 は 同 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一

第 二 項 に 規 定 す る 承 認 証 明 機 関 は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に

関 す る 規 則 別 表 第 二 号 の 様 式 に か か わ ら ず 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合

証 明 等 に 関 す る 規 則 別 表 第 二 号 の 様 式 に よ り 工 事 設 計 の 審 査 を 行 う こ と が で き る 。  
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〇 総 務 省 告 示 第    号  
特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） 様 式 第 七 号

注 五 (2
)

及 び 様 式 第 十 四 号 注 四 の 規 定 に 基 づ き 、 適 合 表 示 無 線 設 備 の 工 事 設 計 認 証 番 号 又 は 識 別 番 号 を

新 た な 工 事 設 計 認 証 番 号 又 は 識 別 番 号 と す る こ と が で き る 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月   日  

  総 務 大 臣  林   芳 正    

一  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

１  発 射 す る 電 波 の 特 性 に 影 響 の な い 部 品 を 新 た な 工 事 設 計 に 追 加 す る 場 合 で あ っ て 、 次 の い ず れ に

も 適 合 す る も の  

 (
一

)

 追 加 し よ う と す る 部 品 は 、 当 該 部 品 を 追 加 す る 前 の 工 事 設 計 に 含 ま れ る 部 品 と 同 等 以 上 の 性 能

で あ る こ と 。  

(二
)

 工 事 設 計 書 の 記 載 事 項 に 変 更 が 生 じ な い こ と 。  

(三
)

 無 線 設 備 系 統 図 の 変 更 が 生 じ な い こ と （ 追 加 し よ う と す る 部 品 の 型 式 又 は 名 称 が 変 更 さ れ る 場

合 を 除 く 。 ） 。  

(四
)

 高 周 波 部 又 は 変 調 部 を 構 成 す る 一 の 半 導 体 集 積 回 路 全 体 を 変 更 す る も の で は な い こ と 。  

２  空 中 線 、 給 電 線 及 び 固 定 減 衰 器 そ の 他 外 部 の 転 換 装 置 の 変 更 （ 無 線 設 備 系 統 図 の 変 更 が 生 じ る 場

別
紙

２
－

２
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合 を 除 く 。 ）  

３  携 帯 無 線 通 信 （ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 。 以 下 「 設 備 規 則 」 と

い う 。 ） 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を い う 。 次 項 第 二 号 (一
)

に お い て 同 じ 。 ） を 行 う 無

線 局 （ 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 同 条

第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム を い う 。 同 項 第 二 号 (一
)

に お い て 同 じ 。 ） の 無

線 局 、 ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 同 条 第 十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ を い う 。 同 項 第 二 号 (一
)

に お い て 同 じ 。

） の 無 線 局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信

（ 同 条 第 四 号 の 七 に 規 定 す る 無 線 通 信 を い う 。 同 項 第 二 号 (一
)

に お い て 同 じ 。 ） を 行 う 無 線 局 （ 電

気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ） 及 び 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て

そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 に 使 用 す る た め の 無 線 設 備 （ 高 周 波 部 を 除 く 。 ） の 変

更 の 工 事 を 行 う も の で あ っ て 、 次 項 に 該 当 し な い も の  

二  ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ り 電 波 の 型 式 （ 変 調 方 式 を 含 む 。 ） 、 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 の 変 更 並

び に そ の 他 設 備 規 則 に 定 め る 条 件 に 適 合 す る 範 囲 内 に お い て 変 更 を 行 う も の で あ っ て 、 次 の 各 号 の

い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

１  工 事 設 計 認 証 を 受 け 、 又 は 自 己 確 認 の 届 出 を し た 特 定 無 線 設 備 の 型 式 及 び ソ フ ト ウ ェ ア の 変 更 の

状 態 を 識 別 す る た め の 識 別 子 （ 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） に 基 づ く 省 令 又 は 告 示 に
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お い て 無 線 設 備 を 使 用 す る た め の 条 件 を 表 示 す る こ と が 定 め ら れ て い る 特 定 無 線 設 備 に あ っ て は 、

当 該 条 件 を 含 む 。 ） が 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 変 更 を 行 う 前 及 び 当 該 変 更 を 行 っ た 後 に お い て 、 特 定 無 線

設 備 の 映 像 面 又 は 当 該 特 定 無 線 設 備 に 接 続 し た 表 示 装 置 の 映 像 面 に 明 瞭 な 状 態 で 表 示 さ れ る こ と 。

た だ し 、 一 の 認 証 工 事 設 計 又 は 一 の 届 出 工 事 設 計 に 基 づ く 特 定 無 線 設 備 の い ず れ も が 一 の 者 に お い

て 使 用 さ れ る 場 合 で あ っ て 、 特 定 無 線 設 備 ご と に ソ フ ト ウ ェ ア の 変 更 の 状 態 を 識 別 す る た め の 識 別

子 が 管 理 さ れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  次 の い ず れ か に 該 当 す る 無 線 設 備 で あ る こ と 。  

(一
)

 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 、 ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線

局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 を 行 う

無 線 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ） 及 び 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目

的 と す る 無 線 局 （ 地 球 局 （ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 十 五

条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 及 び 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ

の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る も の に 限 る 。 ） 、 航 空 機 地 球 局 及 び 携 帯 移 動 地 球 局 に 限 る 。 ）

に 使 用 す る た め の 特 定 無 線 設 備  

(二
)

 免 許 又 は 登 録 を 要 し な い 無 線 設 備 で あ っ て 、 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則

（ 以 下 「 証 明 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 第 十 九 号 、 第 十 九 号 の 二 、 第 十 九 号 の 三 及 び 第 七 十
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八 号 か ら 第 八 十 一 号 ま で 並 び に 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 元 年 総 務 省 令 第 二

十 七 号 ） 第 三 条 に よ る 改 正 前 の 証 明 規 則 第 二 条 第 一 項 第 十 九 号 の 三 か ら 第 十 九 号 の 三 の 三 ま で に

掲 げ る 無 線 設 備  



 

 

一 頁
 

〇 総 務 省 告 示 第    号  
特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） 別 表 第 二 号

第 七 注 十 二 (2
)

の 規 定 に 基 づ き 、 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 地 球 局 に 使 用 す る 無 線 設 備 に つ い て 、 発

射 す る 電 波 の 特 性 に 影 響 が な い と 想 定 さ れ る 部 品 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月   日  

  総 務 大 臣  林   芳 正    

一  無 線 設 備 の 工 事 設 計 に 含 ま れ る 次 に 掲 げ る 部 品 で あ っ て 、 当 該 無 線 設 備 が 発 射 す る 電 波 の 特 性 に

影 響 が な い と 想 定 さ れ る も の と し て 工 事 設 計 認 証 を 受 け よ う と す る 者 が 特 定 し 、 登 録 証 明 機 関 又 は 承

認 証 明 機 関 の 確 認 を 受 け た も の  

１  筐
き よ う

体 （ 空 中 線 と 一 体 と な っ て い る も の を 除 く 。 ）  

２  電 源 開 閉 器  

３  電 源 設 備 （ 蓄 電 池 を 含 む 。 無 線 設 備 系 統 図 に 記 載 さ れ て い る 定 格 電 圧 に 変 更 が な い も の に 限 る 。

）  

４  電 子 計 算 機 の 冷 却 装 置 （ 放 熱 又 は 吸 熱 を 行 う 部 分 品 を 含 む 。 ）  

５  電 子 計 算 機 の 記 憶 装 置  

６  無 線 設 備 の 動 作 状 態 を 表 示 す る 装 置  

別
紙

２
－

３
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７  光 フ ァ イ バ ケ ー ブ ル  

８  有 線 電 気 通 信 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 九 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 有 線 電 気 通 信 設 備  

二  そ の 他 工 事 設 計 の 無 線 設 備 系 統 図 及 び 部 品 の 配 置 を 示 す 図 面 等 を 勘 案 し て 無 線 設 備 が 発 射 す る 電

波 の 特 性 に 影 響 が な い と 登 録 証 明 機 関 又 は 承 認 証 明 機 関 が 認 め る も の  



一頁 

○ 総 務 省 告 示 第    号  

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ） 第 十 七 条 及 び 別 表 第 五 号 第 三 の 三 (
2
)

の 規

定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 七 十 八 号 （ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 第 十 七 条 及 び 別 表 第

五 号 第 三 の 三 (
2
)

の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 等 事 業 者 が 行 う 検 査 の 実 施 方 法 等 及 び 無 線 設 備 の 総 合 試 験 の

具 体 的 な 確 認 の 方 法 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ

る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 す る 。

別
紙

２
－

４
 



二頁 

改  正  後 改  正  前 

第１ 無線局（船舶局、船舶地球局、携帯無線通信（設備規則第３条第１号に規定するものをい

う。以下同じ。）を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセス

システム（設備規則第３条第10号に規定するものをいう。以下同じ。）の基地局及び陸上移動

中継局、ローカル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定するものをいう。以下同じ。）の基地局

及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局（設備規則第49条の23の８において

その無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。）を除く。）の検査実施要領 

第１ 無線局（船舶局、船舶地球局、携帯無線通信（設備規則第３条第１号に規定するものをい

う。以下同じ。）を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセス

システム（設備規則第３条第10号に規定するものをいう。以下同じ。）の基地局及び陸上移動

中継局、ローカル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定するものをいう。以下同じ。）の基地局

及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局（設備規則第49条の23の８において

その無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。）を除く。）の検査実施要領 

［１～３ 略］ ［１～３ 同左］ 

［第２ 略］ ［第２ 同左］ 

第３ 携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセス

システムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル５Ｇの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯

移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領 

第３ 携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセス

システムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル５Ｇの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯

移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 無線設備等 ３ ［同左］ 

［一・一の二 略］ ［一・一の二 同左］ 

二 電気的特性 二 ［同左］ 

検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 

１ 周波数 ［１ 略］ 

２ 無線設備を無変調の状態で

動作させたときの搬送波の周

波数を測定する。ただし、無

線設備を無変調の状態で動作

させたときの搬送波の周波数

の測定が困難なものについて

は、無線設備を運用状態で動

作させたときの搬送波の周波

数を測定する。また、トンネ

ル内に設置された無線設備又

は分散型アンテナシステムの

基地局（基地局から発射され

る電波を複数の送受信装置に

分配し、各送受信装置から発

射される電波が一体として一

［略］ 

検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 

１ ［同左］ ［１ 同左］ 

２ 無線設備を無変調の状態で

動作させたときの搬送波の周

波数を測定する。ただし、無

線設備を無変調の状態で動作

させたときの搬送波の周波数

の測定が困難なものについて

は、無線設備を運用状態で動

作させたときの搬送波の周波

数を測定する。また、トンネ

ル内に設置された無線設備で

あって、直接測定を行うこと

が困難なものについては、空

中線から輻射される電波を測

定する。 

 

［同左］ 
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の基地局の役務の提供に係る

区域を構成する基地局をいう

。以下同じ。）の無線設備で

あって、直接測定を行うこと

が困難なものについては、任

意の一の装置の空中線から輻

射される電波を測定する。 

［略］ 

４ 占有周波数

帯幅 

［１ 略］ 

２ １の規定にかかわらず、ト

ンネル内に設置された無線設

備又は分散型アンテナシステ

ムの基地局の無線設備であっ

て、直接測定を行うことが困

難なものについては、任意の

一の装置の空中線から輻射さ

れる電波を測定する。 

［３ 略］ 

［略］ 

５ 空中線電力 ［１ 略］ 

２ 全ての周波数ごとに、無線

設備を無変調の状態で動作さ

せたときの電力を測定する。

ただし、無線設備を無変調の

状態で動作させたときの電力

の測定が困難なものについて

は、無線設備を運用状態で動

作させたときのパイロット信

号電力等を測定して換算する

。また、トンネル内に設置さ

れた無線設備又は分散型アン

テナシステムの基地局の無線

設備であって、直接測定を行

うことが困難なものについて

は、空中線電力の常時監視及

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

［同左］ 

４ ［同左］ ［１ 同左］ 

２ １の規定にかかわらず、ト

ンネル内に設置された無線設

備であって、直接測定を行う

ことが困難なものについては

、空中線から輻射される電波

を測定する。 

 

 

［３ 同左］ 

［同左］ 

５ 空中線電力 ［１ 同左］ 

２ 全ての周波数ごとに、無線

設備を無変調の状態で動作さ

せたときの電力を測定する。

ただし、無線設備を無変調の

状態で動作させたときの電力

の測定が困難なものについて

は、無線設備を運用状態で動

作させたときのパイロット信

号電力等を測定して換算する

。また、トンネル内に設置さ

れた無線設備であって、直接

測定を行うことが困難なもの

については、空中線電力の常

時監視及び遠隔装置による停

波が可能な場合に限り、任意

［同左］ 



四頁 

 

び遠隔装置による停波が可能

な場合に限り、任意の一の装

置で測定する。 

［３ 略］ 
   

［略］ 
 

の一の装置で測定する。 

 

 

［３ 同左］ 
   

［同左］ 
 

［注１～注４ 略］ ［注１～注４ 同左］ 

三 総合試験 三 ［同左］ 

検査を実施する無線局の無線設備が正常に動作し、当該無線局の目的が達成されるかどう

かを総合的に判断するため、以下により実地に通信を行って、その通信の状況等を確認する

。なお、無線設備の操作を行う場合は、当該無線局に選任された無線従事者が行うものとす

る。 

［同左］ 

総合試験の方法等 検査の成績 

１ 代表的な周波数等を用い以下の確認を行う

。 

(1) 通信の相手方との通信確立 

(2) 通信の相手方と通信を継続するために必

要なデータの送受信 

(3) ハンドオーバー（当該機能を備えるもの

に限る。） 

 

正常に機能しないときは、「不可

」とする。 

 

 

 

 

 

２ ［略］ ［略］ 
 

総合試験の方法等 検査の成績 

１ 通信の相手方並びに使用する電波の型式及

び周波数は、代表的なものを選定し、次のい

ずれかにより実地に通信を行う。 

(1) 通信系の受信端における通信路の信号対

雑音比、符号誤り率、回線信頼度の測定 

(2) 無線設備の送受等の切換、制御又は呼出

等の特定の信号に対する動作若しくは受信

データの良否 

正常に機能しないときは、「不可

」とする。 

２ 携帯無線通信の基地局等及び陸上移動中継

局にあっては、任意の１チャネルにおいて、

実通話試験又はデータ通信試験及びハンドオ

フの確認を行う。 

正常に機能しないときは、「不可

」とする。 

３ ［同左］ ［同左］ 
 

［注 略］ ［注 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



一頁 

○ 総 務 省 告 示 第    号  

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ） 第 二 十 条 及 び 別 表 第 七 号 第 三 の 三 (
2
)

の 規

定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 七 十 九 号 （ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 第 二 十 条 及 び 別 表 第

七 号 第 三 の 三 (
2
)

の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 等 事 業 者 等 が 行 う 点 検 の 実 施 方 法 等 及 び 無 線 設 備 の 総 合 試 験

の 具 体 的 な 確 認 の 方 法 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。

別
紙

２
－

５
 



二頁 

改  正  後 改  正  前 

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 無線設備等 ３ ［同左］ 

［一・一の二 略］ ［一・一の二 同左］ 

二 電気的特性 二 ［同左］ 

点検の項目 具体的な点検の実施方法等 

１ 周波数 ［ア～オ 略］ 

カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信（設備規則第３条第１号に規定するものを

いう。以下同じ。）を行う基地局、高高度基地

局（以下「基地局等」という。）及び陸上移動

中継局、広帯域移動無線アクセスシステム（設

備規則第３条第10号に規定するものをいう。以

下同じ。）の基地局及び陸上移動中継局、ロー

カル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定するも

のをいう。以下同じ。）の基地局及び陸上移動

中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局（

設備規則第49条の23の８においてその無線設備

の条件が定められているものに限る。以下同じ

。）にあっては、次のとおりとする。 

［(ア) 略］ 

(イ) 無線設備を無変調の状態で動作させたとき

の搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設

備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の

周波数の測定が困難なものについては、無線設

備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波

数を測定する。また、トンネル内に設置された

無線設備又は分散型アンテナシステムの基地局

（基地局から発射される電波を複数の送受信装

置に分配し、各送受信装置から発射される電波

が一体として一の基地局の役務の提供に係る区

域を構成する基地局をいう。以下同じ。）の無

線設備であって、直接測定を行うことが困難な

点検の項目 具体的な点検の実施方法等 

１ ［同左］ ［ア～オ 同左］ 

カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信（設備規則第３条第１号に規定するものを

いう。以下同じ。）を行う基地局、高高度基地

局（以下「基地局等」という。）及び陸上移動

中継局、広帯域移動無線アクセスシステム（設

備規則第３条第10号に規定するものをいう。以

下同じ。）の基地局及び陸上移動中継局、ロー

カル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定するも

のをいう。以下同じ。）の基地局及び陸上移動

中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局（

設備規則第49条の23の８においてその無線設備

の条件が定められているものに限る。以下同じ

。）にあっては、次のとおりとする。 

［(ア) 同左］ 

(イ) 無線設備を無変調の状態で動作させたとき

の搬送波の周波数を測定する。ただし、無線設

備を無変調の状態で動作させたときの搬送波の

周波数の測定が困難なものについては、無線設

備を運用状態で動作させたときの搬送波の周波

数を測定する。また、トンネル内に設置された

無線設備であって、直接測定を行うことが困難

なものについては、空中線から輻射される電波

を測定する。 

 

 

 



三頁 

ものについては、任意の一の装置の空中線から

輻射される電波を測定する。 

［略］ 

４ 占有周波数帯幅 ［ア・イ 略］ 

ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う

基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線

アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局

、ローカル５Ｇの基地局及び陸上移動中継局並

びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトン

ネル内に設置された無線設備又は分散型アンテ

ナシステムの基地局の無線設備であって、直接

測定を行うことが困難なものについては、任意

の一の装置の空中線から輻射される電波を測定

する。 
 
５ 空中線電力 ［ア～サ 略］ 

シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯

域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上

移動中継局、ローカル５Ｇの基地局及び陸上移

動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局

にあっては、次のとおりとする。 

［(ア) 略］ 

(イ) 全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の

状態で動作させたときの電力を測定する。た

だし、無線設備を無変調の状態で動作させた

ときの電力の測定が困難なものについては、

無線設備を運用状態で動作させたときのパイ

ロット信号電力等を測定して換算する。また

、トンネル内に設置された無線設備又は分散

型アンテナシステムの基地局の無線設備であ

って、直接測定を行うことが困難なものにつ

いては、空中線電力の常時監視及び遠隔装置

による停波が可能な場合に限り、任意の一の

装置で測定する。 

 

 

［同左］ 

４ ［同左］ ［ア・イ 同左］ 

ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う

基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線

アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局

、ローカル５Ｇの基地局及び陸上移動中継局並

びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトン

ネル内に設置された無線設備であって、直接測

定を行うことが困難なものについては、空中線

から輻射される電波を測定する。 

 

 
 
５ ［同左］ ［ア～サ 同左］ 

シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯

域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上

移動中継局、ローカル５Ｇの基地局及び陸上移

動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局

にあっては、次のとおりとする。 

［(ア) 同左］ 

(イ) 全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の

状態で動作させたときの電力を測定する。た

だし、無線設備を無変調の状態で動作させた

ときの電力の測定が困難なものについては、

無線設備を運用状態で動作させたときのパイ

ロット信号電力等を測定して換算する。また

、トンネル内に設置された無線設備であって

、直接測定を行うことが困難なものについて

は、空中線電力の常時監視及び遠隔装置によ

る停波が可能な場合に限り、任意の一の装置

で測定する。 
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［(ウ) 略］ 
 

［６～21 略］  
 

［(ウ) 同左］ 
 

［６～21 同左］  
 

［注１～注５ 略］ ［注１～注５ 同左］ 

三 総合試験 三 ［同左］ 

［略］ ［同左］ 

点検対象無線局等の種

別 
総合試験の方法等 備考 

［１～５ 略］   

６ 携帯無線通信等を

行う基地局及び陸上

移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシ

ステムの基地局及び

陸上移動中継局、ロ

ーカル５Ｇの基地局

及び陸上移動中継局

並びに携帯移動衛星

通信を行う地球局 

(1) 代表的な周波数等を用い以下の確

認を行う。 

ア 通信の相手方との通信確立 

イ 通信の相手方と通信を継続する

ために必要なデータの送受信 

ウ ハンドオーバー（当該機能を備

えるものに限る。） 

(2) 監視装置、制御装置及び警報装置

を備える場合は、それぞれの装置の

動作状況についても確認する。 

記載に当たって

は、使用設備名、

使用した電波の型

式及び周波数も併

せて記載すること

。 

７ その他の無線局 (1) 通信の相手方及び使用する電波の

型式並びに周波数は、代表的なもの

を選定し、次のいずれかにより実地

通信を行う。 

ア 通信系の受信端における通信路

の信号対雑音比、符号誤り率、回

線信頼度の測定 

イ 感度、明瞭度、混信妨害及び雑

音等の有無 

ウ 無線設備の送受等の切換、制御

又は呼出等の特定の信号に対する

動作若しくは受信データ、画像の

表示の良否 

(2) 複数の伝送ルートを有する場合に

は、通信の相手方ごとに代表的な周

波数を選定し、実地通信を行う。 

記載に当たって

は、使用設備名、

使用した電波の型

式及び周波数、伝

送ルート、中継し

た無線局名を併せ

て記載すること。 

点検対象無線局等の種

別 
総合試験の方法等 備考 

［１～５ 同左］   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ その他の無線局 (1) 通信の相手方及び使用する電波の

型式並びに周波数は、代表的なもの

を選定し、次のいずれかにより実地

通信を行う。 

ア 通信系の受信端における通信路

の信号対雑音比、符号誤り率、回

線信頼度の測定 

イ 感度、明瞭度、混信妨害及び雑

音等の有無 

ウ 無線設備の送受等の切換、制御

又は呼出等の特定の信号に対する

動作若しくは受信データ、画像の

表示の良否 

(2) 複数の伝送ルートを有する場合に

は、通信の相手方ごとに代表的な周

波数を選定し、実地通信を行う。 

記載に当たって

は、使用設備名、

使用した電波の型

式及び周波数、伝

送ルート、中継し

た無線局名を併せ

て記載すること。 



五頁 

 

 ただし、単一通信路の固定局にあ

っては、代表的な通信の相手方を選

定する。 

(3) 監視装置、制御装置及び警報装置

を備える場合は、それぞれの装置の

動作状況についても確認する。 
 

ただし、単一通信路の固定局にあ

っては、代表的な通信の相手方を選

定する。 

(3) 監視装置、制御装置及び警報装置

を備える場合は、それぞれの装置の

動作状況についても確認する。 

 

［注１・注２ 略］ ［注１・注２ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

 

一 頁
 

○ 総 務 省 告 示 第    号  
無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 第 三 号 ヲ の 規 定 に 基

づ き 、 平 成 十 九 年 総 務 省 告 示 第 四 十 八 号 （ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条

件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う

。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  

別
紙

２
－

６
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改  正  後 改  正  前 
［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 ［ 略 ］ 三 ［ 同 上 ］ 

 ［ １ ～ ３ 略 ］  ［ １ ～ ３ 同 上 ］ 

 ４ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ り 適 合 表 示 無 線 設 備 を 新 た な 認 証 工 事 設 計 に 合 致 す る よ う に 変

更 の 工 事 を 行 う 場 合 は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う 前 に 、 当 該 書 換 え に よ っ て 第 一 号 ㈠ 又

は ㈡ に 掲 げ る 無 線 設 備 と な る 旨 を 当 該 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 確 認 さ せ る た

め の 表 示 を 第 二 号 又 は 前 号 に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 で 行 う こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 号 又 は

前 号 に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 に よ り 確 認 し た 後 、 書 換 え を 行 い 、 第 二 号 又 は 前 号 に 掲 げ る 電 磁 的

方 法 で 第 一 号 ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 旨 を 表 示 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 

 ［ 新 設 ］ 

四 ［ 略 ］ 四 ［ 同 上 ］ 

１ ［ 略 ］ １ ［ 同 上 ］ 

  ［ ㈠ ～ ㈢ 略 ］   ［ ㈠ ～ ㈢ 同 上 ］ 

  ㈣ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ り 適 合 表 示 無 線 設 備 を 新 た な 認 証 工 事 設 計 に 合 致 す る よ う に

変 更 の 工 事 を 行 う 場 合 は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う 前 に 、 当 該 書 換 え に よ っ て 第 四 項

に 掲 げ る 無 線 設 備 と な る 旨 を 当 該 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 確 認 さ せ る た め

の 表 示 を 第 一 号 ㈡ 又 は ㈢ に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 で 行 う こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 号 ㈡ 又

は ㈢ に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 に よ り 確 認 し た 後 、 書 換 え を 行 い 、 第 一 号 ㈡ 又 は ㈢ に 掲 げ る 電 磁

的 方 法 で 第 一 号 ㈠ に 掲 げ る 旨 を 表 示 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 

  ［ 新 設 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 略 ］ 

［ 五 略 ］ ［ 五 略 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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○ 総 務 省 告 示 第    号  
無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 第 四 号 ヲ の 規 定 に 基

づ き 、 令 和 四 年 総 務 省 告 示 第 二 百 九 十 一 号 （ 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 第 四 号 ヲ の 規 定 に 基 づ く

小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う

。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  

別
紙

２
－

７
 



 

 

二 頁
 

改  正  後 改  正  前 
［ 一 ～ 三 略 ］ ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

四 ［ 略 ］ 四 ［ 同 上 ］ 

 ［ １ ～ ３ 略 ］  ［ １ ～ ３ 同 上 ］ 

 ４ ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え に よ り 適 合 表 示 無 線 設 備 を 新 た な 認 証 工 事 設 計 に 合 致 す る よ う に 変

更 の 工 事 を 行 う 場 合 は 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 書 換 え を 行 う 前 に 、 当 該 書 換 え に よ っ て 第 四 項 に 掲

げ る 無 線 設 備 と な る 旨 を 当 該 無 線 設 備 の 設 置 者 、 所 有 者 又 は 占 有 者 に 確 認 さ せ る た め の 表 示

を 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 で 行 う こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 号 又 は 前 号 に

掲 げ る 電 磁 的 方 法 に よ り 確 認 し た 後 、 書 換 え を 行 い 、 第 二 号 又 は 前 号 に 掲 げ る 電 磁 的 方 法 で

第 一 号 に 掲 げ る 旨 を 表 示 す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。 

 ［ 新 設 ］ 

［ 五 ・ 六 略 ］ ［ 五 ・ 六 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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